
 
 
 
 

平成２２年４月２３日 

４月２３日（金） 公 布 

内閣府（防災担当） 

 
「平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこ

れに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について 
 
激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「法」という。）」に基づき、当

該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」

を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の特例等地方公共団体に対する特別の

財政援助等を実施するものです。 

今回は、全国的に大きな被害をもたらした災害により、以下のとおり指定を行うこと

としました。 
 

 

Ⅰ 政令の概要 

２月２７日にチリ中部沿岸で発生した地震に由来する津波が２月２８日に日本に到達

し、太平洋側沿岸の養殖施設に大きな被害が生じました。 

今回の政令案は、「平成二十二年二月二十八日の津波による災害」を激甚災害として指

定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「水産動植物の養殖施設の災害復旧

事業に対する補助」を指定するものです。 

 

 

Ⅱ 適用すべき措置の概要 

○水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助 

水産動植物の養殖施設（法第７条に基づき、本政令で定めた水産動植物の養殖施

設に限る。）が被害を受けた場合の災害復旧事業に対して補助率９／１０で補助を行

う。 
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